
寒川町消防団の組織等に関する規則新旧対照表  

現行  改正案  

～略～  ～略～  

第 1 2条  消 防 団 は 、 町 の 区 域 外 の 災 害 等

に出動するときは、消防長の許可を得な

ければならない。ただし、出動際、区域

内であると認められたにもかかわらず、

現 場 に 近 づ く に 従 つ て 区 域 外 と 判 明 し

たときは、この限りでない。  

（削る）  

第 13条～第 24条  （略）  第 12条～第 23条  （略）  

～略～  ～略～  

別表第 1(第 2条関係 ) 別表第 1(第 2条関係 ) 

寒川町消防団組織及び分団の区域表  寒川町消防団組織及び分団の区域表  
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 （略）  
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分団
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部
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団  

員  

計  編成

区域  

正  副  

 （略）  
 

別表第 2(第 22条関係 ) 別表第 2(第 21条関係 ) 

～略～  ～略～  

  

 附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

 


